
                                  令和 元年  9 月 吉日 

                        審判部会発第 19 － 号 

区 郡 市 理 事 長  殿                              

                   〔一社〕東京都空手道連盟 

    専務理事   坂梨 孝美 

                                                審判部会長  細谷 義男（公印略） 

 

令和元年度公認地区 組手 審判員講習会（認定試験・更新）の実施について 

 

１．日  時   令和元年１１月２日（土）  午前９時３０分 受付  

                                   午前１０時００分～午後５時００分 

 

２．会  場     日本空手道会館  

         〒135-0057 東京都江東区辰巳 1-1-⒛  TEL:055-243-3115 

 ※交通案内：東京メトロ有楽町線「辰巳駅」下車 1 番出口より徒歩 5 分 

 

３．対 象 者 （１）新規・更新とも、（公財）全日本空手道連盟の会員登録済の者とする。 

 

（２）新規受講者は、次の基準を満たし、各都県連盟の推薦する者とする。 

  ①公認段位 ３段以上 

  ②空手道歴 ８年以上（満１５歳より数える） 

  ③審判歴  都道府県審判員資格取得後２年以上 

  ④年  齢 ２７歳以上（審査会開催日当時現在） 

  ➄日本スポーツ協会公認空手道コーチ１以上の資格を取得していること。 

 

（３）当該更新（地区・全国を有する者）の対象者は、次のとおりとする。 

  ①現在の有効期限が、2020年3月31日の者 

  ②現在の有効期限が、2021年3月31日の者 

        ＊注：上記①に該当する者は、本年度内に更新しないと令和2年4月1日以降は 

          降格（猶予期間なし）になるので、今回必ず受講すること。 

 

４．受 講 料   新  規  ２０，０００円（合格者は後日、規定の登録料15,000円を全空連に納付） 

               地区更新 ２５，０００円（受講料・更新料・新会員証発行手数料含む） 

 全国更新 ３５，５００円（受講料・更新料・新会員証発行手数料含む） 

 

    標記の事について、別紙の通り実施されます。 

    各位には、貴連盟内の団体・会派に周知徹底されるようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

tel:055-243-3115


記 

 

■送付方法  ・別紙申込書に全空連会員証のコピー等を貼付して（新規者は、長３形の返

信用封筒 84 円切手貼付。返信先住所を記載する）申し込んで下さい。 

・申込書の申請者団体名は記入しないで下さい。 

 受講料は下記口座へ 千葉県連へ直接申し込まないでください。 

 

■送付先    〒132－0025 東京都 江戸川区 松江 3－20－2 

          審判部会員   五十嵐 理  宛 

             携    帯   080-5424-6261  

            ｅメール  igarashi0406@gmail.com 

■受講料振込先   三菱東京ＵＦＪ銀行 新丸の内支店（店番：４２２） 

普通預金 口座番号：３３９５５３９ 

  口座名： 

   一般社団法人東京都空手道連盟 審判部会 会計 大貫 光伸 

      ＜ｲﾂﾊ ﾝ゚ｼ ﾔﾀ ﾝ゙ﾎｳｼ ﾝ゙ﾄｳｷﾖｳﾄｶﾗﾃﾄ ｳ゙ﾚﾝﾒｲ  ｼﾝﾊ ﾝ゚ﾌ ｶ゙ｲ  ｶｲｹｲ  ｵｵﾇｷ  ﾐﾂﾉﾌ ＞゙ 

 

※ 必ず振込用紙のコピーを申込書に添付して下さい（貼り付けないで下さ

い）。 

 

 

■申請期限  ■申請期限  令和 元年 10 月 11 日（金）必着 

（都空連としてまとめて申請するため、締め切り後は受け付けません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:igarashi0406@gmail.com


 

令和元年度 地区公認 組手 審判員 講習会・審査会 

実 施 要 項 

 

１．日  時   令和元年１１月２日（土）  午前９時３０分～ 受付  

午前１０時００分～午後５時００分 

２．会  場    日本空手道会館  

        〒135-0057 東京都江東区辰巳 1-1-20  電話 03-5534-1951  

         交通案内：東京メトロ有楽町線「辰巳駅」下車 １番出口より徒歩５分 

 

３．対 象 者  （１）新規・更新とも、（公財）全日本空手道連盟の会員登録済みの者とする。 

 

（２）新規受講者は、次の基準を満たし、各都県連盟の推薦する者とする。 

                ① 公認段位 ３段以上 

                ② 空手道歴 ８年以上（満１５歳より数える） 

                ③ 審 判 歴 都道府県審判員資格取得後２年以上 

                ④ 年  齢 ２７歳以上（審査会開催日当日現在） 

         ⑤ 日本スポーツ協会公認コーチ１以上の資格を取得していること。 

          

（３）当該更新(地区・全国を有する者)の対象者は、次のとおりとする。 

                ① 現在の有効期限が、2020年3月31日の者 

                ② 現在の有効期限が、2021年3月31日の者 

      ＊注：上記①に該当する者は、本年度内に更新しないと令和2年4月1日以降は 

  降格(猶予期間なし)になるので、今回必ず受講すること。 

 

４．受 講 料  

○新 規      ２０，０００円 （合格者は後日、登録料１５，０００円を納付） 

  ○地 区 更 新  ２５，０００円 （受講料、更新料、新会員証発行手数料含む） 

  ○全 国 更 新  ３５，５００円 （受講料、更新料、新会員証発行手数料含む） 

 

５．申込方法 （１）受講・受審希望者は別紙申込書を作成し受講料(審査料)とともに各都県連盟

に申込む。 

※新規受講者は返信用の定形封筒（長形３号12×23cm/84円切手貼付／申込

者への返信先住所を明記）を必ず添付すること。 

       （２）各都県連盟は、提出された『申込書』に基づいて別紙『新規受審者一覧表』

及び『更新者一覧表』・『集計計算表』を作成のうえ、各都県連盟で一括

して、次の「６．送付先」関東地区協議会（幹事県：千葉）担当者宛て

に郵送とデータ送信の両方で申し込む。 

なお、受講料（審査料）は、次の「７．振込先」に振込送金願います。 

※振込手数料は、各都県連盟で負担してください。 

 

６．送 付 先  〒２９２－００４４ 木更津市太田４－３－２ 

千葉県空手道連盟 審判委員会 吉村 圭司  

                 (問合せ先携帯電話 ０９０－８３０３－０７２０) 

                データ送信先アドレス kij85719@yahoo.co.jp 

 

 

 

mailto:データ送信先アドレス　kij85719@yahoo.co.jp


７．振 込 先  ○ JAバンク 

             店舗番号 （４９５５-００１） 

         店舗    八千代市農協 本店 

番  号  普通貯金（００４５１５１） 

            通 帳 名   全日本空手道連盟関東地区協議会  

令和元年度会計千葉県 澤木隆一  

 

         銀行等から振込を行う場合は、下記の方法でお願い致します。 

 

〇 八千代市農協 

店舗番号 （４９５５-００１） 

         店舗    八千代市農協 本店 

番  号  普通貯金（００４５１５１） 

          通 帳 名   全日本空手道連盟関東地区協議会  

令和元年度会計千葉県 澤木隆一 

 

８．申込期限   令和元年１０月１７日（木）必着 

 

９．持 参 品   （１）審判競技規定・筆記用具・ホイッスル・審判員服装・審判員シューズ 

（２）全空連会員証・審判手帳 

 

１０．そ の 他 （１）昼食は各自で用意し、ゴミの持ち帰りの徹底を図ってください。 

（２）宿泊の斡旋はしませんので、必要な方は各自で予約をお願いします。 

（３）選手は高体連の選手を動員しますので、ジュニア&カデットルールの適用 

になります。 

        （４）本人確認ができる身分証明証（写真入り：運転免許証等）を必ず持参し 

てください。 

 

 



2019年 2020年 2021年 2022年

3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1 3/31 4/1

（未更新者降格）

②２０２０年３月３１日の者

（注）１．②の者は令和元年度内に更新をしなかれば、令和2年4月1日以降は降格となる。

　　　２．令和元年度新規合格者は②に該当する。(資格取得年を０年とする。)

　　　３．2022年3月31日が有効期限の者が令和元年度内に更新した場合、資格有効期間は2年間の資格延長となり、新有効期限は2024年3月31日となる。

（都道府県･地区協で､審判員講習を１回以上受講してから再受審）

①２０１９年３月３１日以前の者

③２０２１年３月３１日以降の者

現在の有効期限

2023年 2024年

公益財団法人全日本空手道連盟　審判資格（形・組手）有効期限に関する案内
令和元年度（２０１９年）に資格更新をする者（全国･地区･都道府県）

（元年度） （２年度） （３年度） （４年度） （６年度）（５年度）

（期限内に更新）

（期限内に更新）

２年０年

１年 ２年

０年 １年

０年 ３年

（２０２４．３．３１）３年

新有効期限

（２０２３．３．３１）

新有効期限


